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って打合わせをなし，通信記録簿に記入して列車の取扱をする。

げ) 指導通信式 複線区間で一線が不通となったとき ， また

は単線区間で常用閉塞方式を施行することができないときに施

行する。ただしスタフ閉そく式を施行する区間1を i徐く。 l 閉塞

区間の阿端で打合わせをなし， 1 人の指導者を設定して，その

指導者が同察するかまたは指導券(続行列車を巡転するとき，

指導者のいることを裏付としたもの)を携帯した列車のみ運転

できるものとする。指導者のかわりに指導撲を使用することが

之る。

(ウ)指導 式 スタ 7 閉笥式を施行することができない とき ，

または列車もしくは線路の故障により l 閉塞区間を 2 以上の閉

塞区間に分割したとき，各区間に対し施行するものである。 l

閉塞区間に 1 人の指導者を設け，指導者が同乗しなければ列車

を迎転できないこととしたものである。指導者のかわりに指導

架，タブレットまたはスタフを使用する場合もある。

ウ |羽基準用法

(7) 陥 H寺 i去 複線区ffJjで通信がと絶したため，双倍|子j~式

または通信式を施行すること ができな\，、 とき， 一定時分経過後

続行列車を巡転する方法である。

付) PZ券隔i持法 単線区間で通信がと絶 したため， Wl:券閉塞

式を施行することができないとき，対向列車に対しては通粟を

使用し ， 統行列車に対し一定時分経過後続行列車を巡隠するブJ

i去である。

(分指導隔時法 単線区間で通信がと絶したため，連動閉塞

式， タブレット|病室主式または指導通信式を施行することができ

ないとき ， 対向列車に対しては指導者を{吏 nJ し，統行列車に対

しては一定H寺分経過後続行列車十運転する方法である。

(司伝令 i去列車または車両のある閉塞区 IHJに，さらに他

の列車を巡転させるとき，閉塞|豆聞の両端て'打合わせて l 人の

伝令者を定め， 伝令者が同乗した列車のみ運転する方法である。

(6) 鉄道信号

鉄道俗号の fill別は信号 ・ 合~Iおよび標識であって，列車また

は車両は，鉄道信号が現示または表示する条件にしたがって巡

転しなければならないと定めている。

ア 信 号 信号は形 ・ 色 ・ 音ぜーに より列車または1lï問に

対して， 一定区以内を運転するときの条件をm示するもので，

進行信号 ・ 注芯信号 ・ 笹戒信号 ・ 減速信号 . f:-;;止信号 ・ 誘導信

号 ・ 徐行信号 ・ 徐行予告信号および徐行解除信号がある。つぎ

に信号を現示する手段すなわち叩・世信号軽量 ・ 臨時信号般 ・ 手信

号および特殊信号について述べる。

(7) ')\!;l丘信号機 一定の場所に常位して信号を現示するもの

で， 主信号機 ・ 従属信号機およひ.進路表示後がある。主信号僚

の極主Hは場内 ・ 出発 ・ 閉塞 ・ 誘導:および入換の各信号機とし ，

従属信号俊の傾類は，遠方および通過の各信号機とし， それら

のm示方式を定めている。常世信号般の取徴の正確をJUJするた

め信号 m示の!iE f'立 ・ 時IUJ ・ 条件および*扱者について定めてい

る。同一地点で 2 以上の向一個類の信号機をたてるときは， そ

の信号現示と列車の進入する線路との関係を明確にすべきこ と

を定めている。

(イ)臨時信号陰 線路の故障その他の事自により，列車また

は車両が所定の速度で運転することができないとき， ~í~ 1I午に設

けて信号をE見示するもので， 徐行 ・ 徐行予告および徐行解除の

各信号機について定めている。

(め 手信号 信号機を使用することができないときに， 旗

または灯により信号を現示するもので， 代用 ・ 通過および臨時

の各信号について定めている。

(ヱ)特殊信号 予期しない箇所でとくに列車を停止させる必

要を生じたとき ， または天候の状態その他の事由によって， 信

号のm示を識別することができないときに，音または炎により

信号を現示するもので， 発雷信号および発炎信号について定め

ている。

ウ 合 図形 ・色・音等によ り鉄道係員相互間でその相

手者に対して，合図者の意思を表示するものであって，出発 ・

気'lfí ・ 車両入換の合図について定めている。

エ機 識形 ・ 色等により物の位鐙 ・ 方向または条件等

を表示するものであって，列車際識 ・ 入換繊関Jfl際識 ・ 自動識

見IJ!製織 ・ 入換際識 ・ 紙撤*器際識 ・ 列車停止標識および車止標識

について定めている。(高桑六郎)

ちぼ う てつどう き ど うせいびほ う 地方鉄道軌道整備法

H百平~ I 28 ・ 8 ・ 5 法律第 169 号として制定公布され，同日から施行

された。本法は地方鉄道 ・ 軌道(以下両者を地方鉄道という)業

に対して特別の助成および補償に関する措置を講じて， 地方鉄

道の盤側l をはかるこ と によって， 産業の発途および民生の安定

に寄与することを目的とする法律である。この法律は 27 箇条を

もって櫛成され，関係法令として， 地方鉄道軌道整備法施行令

(IIß手u 28 年政令第 389 号)，同法施行規則(日百和 28 ・ 12 巡紛省令

告白 80 号)等がある。本法の内容は， 1 補助 2 補償の 2 つからな

っており ，補助については地方鉄道の補助を受けるための適格

をさだめた認定または承認の条件を規定し，認定または承認鉄

道について直接補助をなすとともに，認定または承認鉄道が特

定の条例で施行する工事の借入金利子の負担軽滅をはかり ，イ也

問地方税の談税免除および軽減の途をひらいている。補償につ

いては， 国鉄が接近または並行して鉄道を敷設し，運輸を開始

したことを原因として当該地方鉄道がこうむった損失について，

その営業廃止にかかわる抑失の補償(営業廃止補償)と営業継続

中の減益補償(営業継続補償)の諸事項を規定している。

l 補助

:filì Jt}Jを(1)直接布lì JljJ と (2)間接補助(3)補助金または補給金の計算

にわけて述べる。

(1) n旧安補助

ア fffr線補助天然資源の開発その他産業の振興上とくに重

姿な新総として， 政府が認定した地方鉄道ーに対してなす事Iì助の

ことである。認定の基準として ① 国土総合!摘発法にもとづ

く特定地域の開発計画にもとづいて建設を行う地方鉄道 ② 

北海道開発法にもとづく北海道総合開発計画にもとづいて建設

を行う地方鉄道 ③ ①②のほか天然資源の開発その他産業の

振興上とくに建設を必要とする地方鉄道が定められ，いずれか

l つに該当することが条件である。

イ 改良工事補助 産業の維持振興上と くに重要な地方鉄道

が運輸の確保 ・ 災容の防止等の必要から，大鋭敏な改良工事を

必要とする場合， 政府が当該改良工事にかかわる改良計画の承

認をなし，当該改良工事の稼ifOJ開始後， 当該改良工事政に対し

てなす干ilì Jlhである。改良工事はっきeに示す大規倹なものですな

わち ① 当該改良工事に裂する政府が， m有の固定資産の総

額の 50 % 以上であること ② 改良工事の内容がおおむね全

線にわたる線路の地設，軌聞の鉱iì&その他設備の重要な改良，

動力の変更(おおむね全動力車にわたる改良)のうち，①または

②のいずれか l つに該当することが必要である。

ウ 欠損補助 設備の維持が困難なため老朽化した地方鉄道

であって，その巡輸が継続されなければ， 国民生活にいちじる

しい陣容を生ずるおそれのあるものとして政府が認定した場合，

当該地方鉄道の欠煩に対してなす補助である。なお欠損鉄道の
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